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免責事項

本ウェブキャストに含まれる情報は一般的なものであり、デロイト トウシュ トーマツリミテッド（“DTTL”）、そのグローバ

ルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）が、当該
情報により専門的な助言やサービスを提供するものではありません。財務または事業に影響を与える可能性のある、
いかなる意思決定または行動の前には、必ず適切な専門家にご相談ください。

本ウェブキャストに含まれる情報の正確性や完全性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる表明、保証ま
たは約束をするものではありません。またDTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員、職員または代理人のいずれ

も、本ウェブキャストに依拠することにより、直接的または間接的に発生するいかなる損失および損害に対して責任を
負うものではありません。DTTLならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個
の組織体です。
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再保険契約の会計処理における現金決済方法の影響
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議題

• 発行する再保険契約の会計処理における現金決済方法の影響
−総額決済と純額決済
− IFRS第17号の要求事項

• 設例

• 保有する再保険契約の会計処理における現金決済方法の影響

• 実務上の考慮事項
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発行する再保険契約の会計処理における現金決済方法の影響
総額決済と純額決済

再保険市場において一般的に見られる決済方法は、以下の2つである。

Vs.

総額決済ベース

保険料は、保険金および利益戻しのようなその他の契
約上のキャッシュ・フローとは別個に決済される。

純額決済ベース

すべての契約上のキャッシュ・フローは、契約で定
められた日に定期的に純額決済される。純額のみ
が契約当事者間で交換される。

出再者再保険者

保険料

回収保険金
（+もしあれば、利益戻し）

出再者再保険者

保険料
‐回収保険金

（+もしあれば、利益戻し）
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発行する再保険契約の会計処理における現金決済方法の影響
IFRS第17号の要求事項

IFRS第17号B120項
保険契約グループについての保険収益の合計は、企業に支払われた保険料の金額に財務的影響お
よび投資要素1を調整した金額である。

1 いかなる状況においても返済され得る金額

IFRS第17号86項(a)

保険金請求を条件とする再保険金額は保険金の一部とし
て扱わなければならない。

IFRS第17号86項(b)

保険金請求を条件としない再保険金額は、再保険者に支払
うべき保険料の控除として扱わなければならない。

IFRS第17号86項に規

定される要求事項は

発行する再保険契約

にも適用される。
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設例
発行する再保険契約に係る収益および費用の会計処理と表示

事実関係

• 再保険者Bは、解約不能のクオータシェア再保険契約を発行する。当該再保険契約では、一定の
条件が満たされる場合に出再者Xに利益戻しを支払う旨の規定が含まれている。

• キャッシュ・フローは、契約上合意された毎年3月31日に純額決済される。

• 再保険者Bは、実際に発生した保険金を保険料が超過する場合、当該超過額の20%に等しい金

額を利益戻しとして計算する。実際に発生した保険金が年間保険料を超過する場合、利益戻しは
ゼロである。
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設例
発行する再保険契約に係る収益および費用の会計処理と表示

発行する再保険契約の当初認識時におけるキャッシュ・フローのシナリオは以下のとおりである。

説明 / シナリオ 1 2 3 4 5 6 7
キャッシュ・インフロー

– 保険料
CU1,000- CU1,000- CU1,000- CU1,000- CU1,000- CU1,000- CU1,000-

キャッシュ・アウトフロー
保険金 0- (200) (600) (800) (1,000) (1,200) (2,000)
利益戻し (200) (160) (80) (40) 0- 0- 0-

純額キャッシュ・フロー 800- 640- 320- 160- 0- (200) (1,000)

すべてのシナリオにおい

て返済される金額

（NDIC*)

(200) (200) (200) (200) (200) (200) (200)

会計上の論点
発行する再保険契約に関連して、再保険者の収益および費用の会計処理と表示に
おいて、現金決済方法はどのような影響があるか？

報告日時点における実
際の出来事を想定

*別個でない投資要素
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発行する再保険契約に係る収益および費用の会計処理と表示

再保険者は保険料を
受領

再保険者が出再保険金と利益戻し
の支払い（もしあれば）

設例

損益計算書 CU

保険収益 800

保険サービス費用 640

保険サービス損益 160

総額決済シナリオにおいて、最初に取り決めた年度の終了日に、実際のキャッシュ・フローがある場合

CU

キャッシュ・インフロー

（保険料） 1,000

キャッシュ・アウト

フロー
保険金 800
利益戻し 40 840

その後、同時期（契約で定めた年度の決済期間）に生じる保険サービス損益は、次の通り表示される。

出再者再保険者

別個でない投資要素CU200は、保険収

益と保険サービス費用を調整する。
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発行する再保険契約に係る収益および費用の会計処理と表示

純額保険料
- 保険金回収

+ 利益戻し（もしあれば）

設例

純額決済シナリオにおいて、キャッシュ・フローは、次の通り生じる。
CU

保険料 1,000
保険金 800
利益戻し 40 (840)
純額キャッシュ・フロー 160

あらゆるシナリオにおいて、契約額が純額で決済される場合、再保険者は、契約上の保険料CU200は、受領すること

はない。

説明/ シナリオ 1 2 3 4 5 6 7

キャッシュ・インフロー

– 保険料
CU1,000

-

CU1,000- CU1,000- CU1,000- CU1,000- CU1,000- CU1,000-

キャッシュ・アウトフロー
保険金 0- (200) (600) (800) (1,000) (1,200) (2,000)
利益戻し (200) (160) (80) (40) 0- 0- 0-
純額キャッシュ・フロー 800- 640- 320- 160- 0- (200) (1,000)

すべてのシナリオにおいて想定され

る返済金額（別個でない投資要素）
(200) (200) (200) (200) (200) (200) (200)

出再者再保険者
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設例
発行する再保険契約の会計処理および表示

保険サービス損益は以下のように表示される。

CU 200はNDICであるため保険
収益から除外される。

保険金のCU800において、保険サ
ービス費用が計算される。

CU
保険金 800
超過保険契約 (NDIC) (200)
手数料額 40
保険サービス費用 640

損益計算書 CU

保険収益 800

保険サービス費用 (640)

保険サービス損益 160

CU
保険料 1,000

NDIC (200)
保険収益 800
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設例
保有する再保険契約の会計処理における現金決済方法の影響

したがって、純額決済のシナリオにおいて出再者は、再保険および再保険の回収にかかる費用と反対の同額の金額
を認識する。

いかなる状況でも出再者に返還されるCU 200のNDIC (すなわち超過

保険契約)が存在すると仮定すると、出再者から支払われるべき金
額はCU 800である。

CU 200は保険金に依存していないため、保険料の調整として扱われ

損益計算書における再保険費用が減少する。

CU 200のNDICは、超過保険契約として機能し、再保険費用または再

保険金による収益とはならない。

保険金回収額は、発生した保険金額からCU 200の超過額を控除し
た額に、手数料額を加算した額とする。

損益計算書 CU

再保険費用 800

回収再保険金 (640)

純再保険コスト 160
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実務上の考慮事項

IFRS第17号の要求事項を実施する際の実務上の考慮事項

• IFRS第17号に基づき、例えば収益ベースの主要業績指標 (KPI) を再定義する場合、純額決済の影響を考慮する。

• IFRS第17号における財務数値に対する、純額決済の意味するところから、既存の再保険契約を見直すために協
議を望む再保険者がいるかもしれない。

• 損益計算書において、再保険金額(例えば、NDICとしての手数料、または再保険費用の調整)の要求される会計処
理と表示を行うために、IFRS 第17号補助元帳の転記ルールを設定する。
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コンタクトの詳細
Francesco Nagari
Deloitte Global IFRS Insurance Leader
+852 2852 1977 or frnagari@deloitte.com.hk

Keep connected on IFRS Insurance with Deloitte:

• Follow my latest            posts @francesco-nagari-deloitte-ifrs17 

• Follow me @Nagarif on 

• Subscribe to the Insights into IFRS Insurance Channel on   

• Connect to Deloitte’s IFRS Insurance Group on             for all the latest IFRS news

• Add Deloitte Insights into IFRS Insurance (i2ii) at www.deloitte.com/i2ii to your internet favourites

• Visit:

• IAS Plus IAS Plus — IFRS, global financial reporting and accounting resources

• Deloitte Accounting Research Tool Home | DART – Deloitte Accounting Research Tool

mailto:frnagari@deloitte.com.hk
https://www.linkedin.com/pub/francesco-nagari/12/b21/660
https://www.youtube.com/channel/UCRoa-xVYk-XlGDoH18vclRw
https://www.linkedin.com/in/ifrsi2ii
http://www.deloitte.com/i2ii
https://www.iasplus.com/en
https://dart.deloitte.com/iGAAP
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